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悪意のある第三者行為による受傷の場合はこの限りではありません。　　　　        　　　　　　　
　　　　

◎保育園、幼稚園等の園児、小中学生、高校生(心身障害者医療、ひとり親家庭等医療のみ)
  の受診について

福祉３医療費を
 利用できます



事例１

【参考】　重複して給付を受けることはできないことが規定→添付資料１を
　　　　　ご覧ください。

1

学校等の管理下での災害による診療も全て福祉３医療費の対象として

無料とし、日本スポーツ振興センターとの調整を市で行ってもらえな

　日本スポーツ振興センターの施行令で、市町村の給付を受けた場合は「そ
の受けた限度において、災害共済給付を行わない。」とされています。また、
市の医療費助成制度を使用した場合、日本スポーツ振興センターの医療費申
請に際しては市町村の医療費助成を利用した旨を報告することになっていま
す。

いでしょうか。



福祉３医療の対象と、日本スポーツ振興センターの対象の２種類の薬剤

レセプト1枚に福祉３医療対象の処方と日本スポーツ振興センター対象の

処方の双方を記入する場合は調剤料は福祉３医療対象としてレセプト請求

していただいて結構です。

2

を出しました。調剤料のレセプトへの記載方法はどのようになりますか。

事例２



怪我の診療を受けた患者さんが処方箋を持参しましたが、処方箋に

・可能な限り、学校での災害によるものであるのか確認をお願い致します。
学校での災害によるものであれば医療費の請求を行って頂きますようお願い
します。
　患者さんに確認を行うことが不可能な場合、確認を行っても学校管理下で
の怪我であるか否か判別不可能である場合は福祉３医療費の対象として構い
ません。

3

事例３

は公費負担番号が記載されていません。この場合は常に医療費を請

求する対応で良いのでしょうか。

＜令和4年10月から＞
◎埼玉県内の医療機関で【子育て支援医療費】と【心身障害者医療費】の受
　給資格証が使えるようになります。

＜令和5年1月から＞
 ◎埼玉県内の医療機関で【ひとり親家庭等医療費】の受給資格証が使えるよ
　 うになります。

※　埼玉県内医療機関の窓口で受給資格証と健康保険証等を提示することに
      より、一部負担金の支払いが不要になります。
 　  ただし、医療機関によっては、一部負担金の支払いが必要な場合があり
      ます。
※　あん摩マッサージ、はり、きゅう師、柔道整復師の施術所は、本市と協
      定を締結した市内の施術所のみが対象です（令和4年9月までと同じ取扱
　　い）。

 公費負担番号の記載のない処方箋を持参した患者さんには、怪我の原因が
学校管理下であるかの確認をおこなって頂きますよう、お願いします。

＜　「公費負担番号の記載がない」ことが考えられる事例　＞

　・　学校での災害によるもので、福祉３医療費の受給資格証を使わなかった。
　・　受給資格証交付前のため、所持していない。
　・　埼玉県外の医療機関に受診した。（※）

（※）埼玉県内の医療機関で受給資格証を利用できるようになります。

　・　令和4年10月から
　　【子育て支援医療費】と【心身障害者医療費】の受給資格証が使えるように
　　なります。

　・　令和5年1月から
　　【ひとり親家庭等医療費】の受給資格証が使えるようになります。

　◎　埼玉県内医療機関の窓口で受給資格証と健康保険証等を提示することにより、
　　　一部負担金の支払いが不要になります。ただし、医療機関によっては、支払
　　　いが必要な場合があります。
　◎　あん摩マッサージ、はり、きゅう師、柔道整復師の施術所は、本市と協定を
　　　締結した市内の施術所のみが対象です（令和4年9月までと同じ取扱い）。



参考　　　



添付資料1

福祉３医療を　 福祉３医療を　

使用。    使用。    

【学校等
  (教育委員会)】

【学校等
  (教育委員会)】

【学校等
  (教育委員会)】

　第6条第3項(子育て)
　第4条第3項(障害者)
　第7条第3項(ひとり親等)

　第6条第3項(子育て)
　第4条第3項(障害者)
　第7条第3項(ひとり親等)

　第6条第3項(子育て)
　第4条第3項(障害者)
　第7条第3項(ひとり親等)

          ○ 　 　               ×　         　   ×　　 

◇振興センター法
　第15条第1項第7号

◇振興センター法施行令
　第3条第4項

◇振興センター法施行令
　第3条第4項

         ○  ×　    ○ 

（さいたま市では
  取り扱いません）

（さいたま市
  の取扱い）

（さいたま市から受診
  者に返還請求します）



1

さいたま市妊婦健康診査費及び子育て支援医療費の助成に関する条例

(子育て支援医療費助成金の支給)
第6条　市長は、受給資格者に対し、子育て支援医療費に係る助成金(以下「子育て支援医
　　  療費助成金」という。)として、一部負担金の額を支給するものとする。
                                     ～中略～
　3　第1項の規定にかかわらず、子育て支援医療費について、法令の規定により他に給付
     を受けることができる場合は、当該給付を受けることができる額の限度において、子
     育て支援医療費助成金を支給しない。

さいたま市心身障害者医療費支給条例

(医療費助成金の支給)
第4条　市長は、次条第2項において登録を受けた者(以下「受給資格登録者」という。)に
        対し、医療費助成金として一部負担金の額を支給するものとする。
                                    ～中略～
　3　第1項の規定にかかわらず、一部負担金に要する費用について、法令の規定により他
     に給付を受けることができる場合は、当該給付を受けることができる額の限度におい
     て、医療費助成金を支給しない。

さいたま市ひとり親家庭等医療費支給条例

(ひとり親家庭等医療費の支給)
第7条　市長は、受給資格者に対し、ひとり親家庭等医療費として一部負担金の額を支給
        するものとする。
                                      ～中略～
　3　第1項の規定にかかわらず、一部負担金に要する費用について、法令の規定により他
     に給付を受けることができる場合は、当該給付を受けることができる額の限度におい
     て、ひとり親家庭等医療費を支給しない。
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